
第
二
節　

バ
ブ
ル
経
済
と
県
財
政
の
拡
大
─
行
財
政
改
革
と
消
費
税

一　

行
財
政
構
造
改
革
の
展
開
─
第
二
次
石
油
危
機
を
超
え
て

兵
庫
県
の
歳
入
・

歳
出
決
算
の
状
況

兵
庫
県
の
財
政
は
昭
和
五
十
（
一
九
七
五
）
年
の
危
機
を
乗
り
越
え
、
五
十
四
年
に
急
回
復
し
た
。
以
後
、

お
お
む
ね
全
国
の
ト
レ
ン
ド
に
沿
う
形
で
推
移
し
た
。

　
歳
入
に
占
め
る
地
方
税
の
割
合
は
昭
和
五
十
九
年
度
か
ら
平
成
三
（
一
九
九
一
）
年
度
ま
で
四
〇
％
台
を
回
復
し
た
（
図
1
）。

ま
た
歳
入
に
占
め
る
地
方
債
の
割
合
は
、
昭
和
五
十
五
年
度
に
五
十
年

度
以
来
五
年
度
ぶ
り
に
一
〇
％
を
割
る
八
・
四
％
で
、
平
成
三
年
度
の

六
・
九
％
ま
で
低
下
し
て
い
た
が
、
全
国
的
な
傾
向
に
沿
っ
て
平
成
四

年
度
に
九
・
五
％
、
五
年
度
に
一
二
・
七
％
と
上
昇
し
て
い
く
。

　
歳
出
総
額
は
右
肩
上
が
り
に
増
加
し
、
平
成
五
年
度
は
昭
和
五
十
五

年
度
の
約
二
倍
の
水
準
と
な
っ
た
（
図
2
）。
目
的
別
歳
出
額
で
み
る
と
、

昭
和
五
十
五
年
度
の
歳
出
総
額
の
三
分
の
一
を
占
め
て
い
た
教
育
費
は

平
成
五
年
度
に
は
一・七
倍
に
増
加
し
た
も
の
の
、
商
工
費
（
三・〇
倍
）、

民
生
費
（
二
・
七
倍
）
な
ど
が
大
き
く
伸
び
た
こ
と
も
あ
り
、
歳
出
に

占
め
る
割
合
は
四
分
の
一
程
度
と
な
っ
た
（
図
3
）。
全
国
都
道
府
県
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と
比
較
し
た
目
的
別
歳
出
の
特
徴
と
し
て
、
警
察
費
の
割
合
は
全
国
平
均
よ
り
二
ポ
イ
ン
ト
ほ
ど
高
め
に
推
移
し
て
き
た
が
、

平
成
六
年
に
七
・
四
％
（
全
国
平
均
六
・
四
％
）
と
な
り
差
が
縮
小
し
て
い
く
流
れ
が
始
ま
る
。
議
会
費
の
割
合
も
、
全
国
平
均

よ
り
〇・一
ポ
イ
ン
ト
高
め
に
推
移
し
て
き
た
も
の
が
、
昭
和
五
十
八
年
度
と
六
十
二
年
度
以
降
は
全
国
平
均
と
同
じ
〇・二
％

と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
総
務
費
の
割
合
は
全
国
平
均
を
少
し
下
回
り
つ
つ
推
移
し
て
い
く
。
他
方
、
こ
の
時
期
、
一
貫
し
て

労
働
費
の
割
合
が
高
い
の
は
地
域
経
済
の
状
況
に
即
し
た
施
策
と
言
え
よ
う
。
平
成
元
年
度
と
二
年
度
は
積
立
金
が
高
く
な
っ

て
お
り
、
投
資
及
び
出
資
金
も
平
成
三
年
度
以
降
高
く
な
っ
て
い
る
。
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性
質
別
歳
出
額
は
、
全
国
的
な
傾
向
と
し
て
一
九
八
〇
年
代
後
半
か

ら
普
通
建
設
事
業
の
う
ち
、
地
方
単
独
事
業
が
急
速
に
拡
大
し
、
一
九

九
〇
年
代
半
ば
に
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
（
図
4
）。
普
通
建
設
事
業
と
は
、

道
路
、
橋
、
学
校
、
庁
舎
な
ど
公
共
施
設
等
の
新
設
増
設
事
業
の
う
ち

災
害
復
旧
や
失
業
対
策
を
目
的
と
し
な
い
も
の
で
、
単
独
事
業
、
補
助

事
業
、
国
直
轄
事
業
が
あ
る
。
近
畿
地
域
は
公
共
投
資
依
存
度
が
全
国

平
均
よ
り
低
か
っ
た
が
、
そ
の
差
は
次
第
に
少
な
く
な
っ
て
平
成
七
年

に
一
致
し
、
再
び
じ
わ
じ
わ
と
離
れ
て
い
く
。
兵
庫
県
の
平
成
五
年
度

の
地
方
単
独
事
業
費
は
二
〇
九
四
億
円
と
昭
和
五
十
五
年
度
（
四
八
四

億
円
）
の
四
・
三
倍
と
な
り
、
全
国
都
道
府
県
（
二
・
〇
倍
）
と
比
べ
著

し
く
増
加
し
て
い
る
。

第
二
次
石
油
危
機
と
行
財
政

改
革
─
景
気
の
低
迷
に
抗
し
て

昭
和
五
十
六
年
に
は
神
戸
ポ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
博
覧
会
（
ポ
ー
ト
ピ
ア
ʼ81
）
が
開
催
さ
れ
た
。

昭
和
五
十
五
年
度
当
初
予
算
は
、
広
報
で
「
生
き
が
い
優
先
の
『
生
活
重
視
型
』
予
算
」
と

紹
介
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
五
十
六
年
度
に
は
「
厳
し
い
財
政
環
境
の
な
か
」
で
「
行
政
の
質
的
向
上
を
目
指
す
」
と
基

調
を
転
じ
、
五
十
七
年
度
に
は
「
財
政
健
全
化
を
目
指
す
」
と
う
た
わ
れ
、
昭
和
三
十
一
年
度
以
来
の
低
い
伸
び
と
紹
介
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
間
、
県
債
依
存
度
の
減
少
に
努
め
て
い
る
。

　
昭
和
五
十
五
年
二
月
県
議
会
の
坂
井
時
忠
知
事
の
提
案
説
明
で
は
、
法
人
事
業
税
の
超
過
課
税
の
実
施
期
限
を
五
年
延
長
、
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職
員
定
数
の
増
加
を
極
力
抑
制
し
て
、
一
般
行
政
経
費
の
削
減
合
理
化
、
公
的
負
担
と
受
益
者
負
担
の
区
分
の
適
正
化
を
は
か

る
と
さ
れ
て
い
る
。
県
立
高
校
で
は
入
学
料
を
徴
収
す
る
こ
と
に
し
、
県
営
住
宅
の
家
賃
引
上
げ
や
使
用
料
手
数
料
の
改
定
を

行
っ
て
い
る
。

　
昭
和
五
十
六
年
五
月
県
議
会
の
知
事
提
案
説
明
で
、
全
国
知
事
会
を
通
し
て
国
の
行
財
政
改
革
に
つ
い
て
申
入
れ
を
し
て
い

る
と
述
べ
て
い
る
。
一
方
で
「
地
方
の
時
代
」
が
言
わ
れ
、
他
方
で
国
の
行
政
改
革
が
地
方
に
強
い
財
政
改
革
圧
力
と
し
て
及

ぶ
。
先
に
大
平
正
芳
内
閣
は
一
般
消
費
税
導
入
を
提
起
し
つ
つ
撤
回
に
追
い
込
ま
れ
た
こ
と
で
、「
増
税
な
き
財
政
再
建
」
を

掲
げ
て
行
政
改
革
に
舵
を
切
っ
て
い
た
。
坂
井
知
事
は
、
全
国
知
事
会
の
行
政
改
革
推
進
本
部
に
委
員
の
一
人
と
し
て
参
加
し

た
。

　
こ
の
年
、
政
府
の
第
二
次
臨
時
行
政
調
査
会
（
以
下
、
第
二
臨
調
）
に
並
行
し
て
、
貝
原
俊
民
副
知
事
を
会
長
と
す
る
兵
庫
県

行
財
政
改
革
検
討
委
員
会
（
昭
和
五
十
六
～
五
十
七
年
度
）
を
設
置
し
た
。
国
で
は
財
政
再
建
の
た
め
の
行
政
改
革
が
う
た
わ
れ

る
が
、
兵
庫
県
で
は
「
国
の
行
財
政
改
革
」
の
進
展
に
対
応
し
、「
県
の
行
財
政
運
営
の
改
善
合
理
化
を
推
進
す
る
」
目
的
で

同
委
員
会
を
設
置
し
た
（「
兵
庫
県
に
お
け
る
行
財
政
改
革
の
推
進
」。
詳
細
は
第
一
章
第
三
節
一
「
開
か
れ
た
県
政
の
実
現
に
向
け
て
」

参
照
）。
同
委
員
会
は
庁
内
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
重
ね
、
今
後
の
行
政
像
を
模
索
し
た
。
そ
の
中
で
、
財
政
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
、

公
的
負
担
の
見
直
し
や
行
財
政
の
効
率
的
運
営
が
検
討
項
目
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
昭
和
五
十
七
年
二
月
県
議
会
の
知
事
提
案
説
明
に
あ
る
よ
う
に
、「
県
民
各
層
の
英
知
を
集
め
」「
地
方
の
時
代
を
創
出
す
る

県
政
の
役
割
や
公
正
か
つ
効
率
的
な
執
行
体
制
の
あ
り
方
を
明
確
」
に
す
べ
く
、
五
十
七
年
に
は
足あ

立だ
ち

忠た
だ

夫お

関
西
学
院
大
学
名

誉
教
授
を
座
長
に
行
財
政
改
革
懇
話
会
を
設
置
し
、
提
言
を
求
め
た
。
四
月
か
ら
一
二
回
の
会
議
を
経
て
、
翌
五
十
八
年
十
月
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十
八
日
に
兵
庫
県
行
財
政
改
革
懇
話
会
最
終
報
告
が
知
事
に
手
渡
さ
れ
た
。

　
昭
和
五
十
七
年
度
予
算
で
は
、
既
に
目
的
を
達
成
し
た
も
の
や
、
効
果
の
上
が
ら
な
く
な
っ
た
事
務
事
業
の
洗
い
直
し
、
再

編
を
行
う
こ
と
で
二
一
六
億
円
の
財
源
を
確
保
し
、
県
債
依
存
度
を
引
き
下
げ
な
が
ら
も
、
景
気
回
復
の
た
め
の
県
単
独
の
投

資
的
経
費
を
増
額
し
て
い
る
。

　
昭
和
五
十
八
年
二
月
県
議
会
の
知
事
提
案
説
明
で
、
教
職
員
・
警
察
官
の
必
要
最
小
限
の
増
員
以
外
は
一
般
職
員
定
数
を
厳

し
く
抑
制
す
る
方
針
が
示
さ
れ
た
。
さ
ら
に
一
係
一
事
務
廃
止
運
動
を
推
進
し
て
七
〇
〇
余
件
の
事
務
事
業
の
見
直
し
を
行
っ

た
。
昭
和
五
十
八
年
十
一
月
の
知
事
提
案
説
明
で
、
県
行
財
政
改
革
懇
話
会
か
ら
の
最
終
報
告
を
受
け
、
検
討
も
行
い
、
議
員

の
理
解
も
得
な
が
ら
、
可
能
な
も
の
か
ら
順
次
具
体
化
し
て
い
く
意
向
を
示
し
た
。

　
知
事
は
、
昭
和
五
十
九
年
二
月
県
議
会
で
、「
行
財
政
改
革
に
あ
た
っ
て
心
す
べ
き
は
、「
公
私
間
の
役
割
分
担
の
明
確
化
」、

「
国
・
県
・
市
町
の
機
能
分
担
の
明
確
化
」、「
人
員
と
財
源
の
効
率
的
活
用
」、「
変
化
に
対
応
す
る
賢
明
な
選
択
」
等
を
図
り

つ
つ
、
国
、
県
、
市
町
、
諸
団
体
、
県
民
各
層
が
、
そ
れ
ぞ
れ
持
て
る
活
力
を
十
分
に
発
揮
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
」
と
述

べ
た
。
節
約
に
努
め
つ
つ
も
、
景
気
対
策
の
た
め
投
資
的
経
費
を
伸
ば
し
た
。
ま
た
、
法
人
県
民
税
の
超
過
課
税
を
五
年
間
延

長
し
、
勤
労
青
年
の
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
（
Ｃ
Ｓ
Ｒ
）
活
動
を
更
に
促
進
す
る
た
め
、
野
外
活
動
施
設
を

整
備
す
る
こ
と
と
し
た
。
昭
和
五
十
九
年
九
月
県
議
会
の
知
事
提
案
説
明
で
は
関
西
国
際
空
港
株
式
会
社
へ
の
出
資
に
も
触
れ

て
い
る
。
交
通
と
い
う
点
で
は
、
昭
和
五
十
九
年
に
日
本
国
有
鉄
道
（
国
鉄
）
の
高
砂
線
、
三
木
線
、
北
条
線
が
廃
線
と
な
り
、

バ
ス
や
第
三
セ
ク
タ
ー
に
移
管
さ
れ
た
。

　
昭
和
五
十
八
年
度
、
五
十
九
年
度
と
広
報
で
は
二
年
続
い
て
「
健
全
財
政
を
堅
持
し
な
が
ら
今
日
的
課
題
に
取
り
組
む
」
と
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県
当
初
予
算
が
説
明
さ
れ
た
。
こ
れ
が
兵
庫
県
に
お
け
る
一
九
八
〇
年
代
前
半
の
行
財
政
改
革
の
本
質
で
あ
り
、
こ
の
時
期
の

行
財
政
改
革
は
行
政
改
革
に
力
点
が
あ
っ
た
。

県
行
財
政
改
革
大
綱
─
円

高
・
構
造
不
況
を
超
え
て

一
九
八
〇
年
代
後
半
の
兵
庫
県
財
政
は
、
昭
和
六
十
年
度
か
ら
国
庫
補
助
金
の
補
助
率
等
の
引
下

げ
が
な
さ
れ
る
な
か
、
プ
ラ
ザ
合
意
後
の
円
高
・
構
造
不
況
へ
の
対
応
に
追
わ
れ
つ
つ
、
展
開
し

て
い
く
。

　
国
庫
補
助
金
の
補
助
率
等
の
引
下
げ
は
、
昭
和
五
十
九
年
七
月
に
臨
時
行
政
改
革
推
進
審
議
会
が
高
率
の
国
庫
補
助
金
の
補

助
率
等
の
引
下
げ
を
打
ち
出
し
た
こ
と
に
端
を
発
し
、
六
十
年
度
の
国
の
予
算
編
成
で
、
一
年
限
り
の
措
置
と
し
て
実
施
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
地
方
交
付
税
の
特
例
加
算
や
建
設
地
方
債
の
増
発
な
ど
の
地
方
財
政
措
置
を
講
じ
た
う
え

で
、
生
活
保
護
等
の
経
常
経
費
関
係
の
補
助
率
を
概
ね
一
〇
％
引
き
下
げ
る
（
生
活
保
護
費
国
庫
補
助
負
担
金
は
一
〇
分
の
八
か
ら

一
〇
分
の
七
に
、
平
成
元
年
度
か
ら
四
分
の
三
で
恒
久
化
）
ほ
か
、
公
共
事
業
も
二
分
の
一
を
超
え
る
補
助
率
は
概
ね
一
〇
％
引
き

下
げ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
昭
和
六
十
年
二
月
県
議
会
の
知
事
提
案
説
明
で
、「
国
の
予
算
編
成
に
お
い
て
と
ら
れ
た
、
地
方
公

共
団
体
に
対
す
る
負
担
転
嫁
の
措
置
は
、
ま
こ
と
に
遺
憾
で
あ
る
と
せ
ね
ば

な
り
ま
せ
ん
」
と
補
助
率
の
引
下
げ
を
批
判
す
る
な
ど
、
全
国
の
地
方
自
治

体
か
ら
反
発
の
声
が
上
が
っ
た
。
し
か
し
、
昭
和
六
十
年
度
の
一
年
限
り
の

補
助
率
等
の
引
下
げ
は
、
公
共
事
業
に
関
し
て
は
後
述
の
と
お
り
四
回
に
及

ぶ
暫
定
措
置
で
継
続
さ
れ
、
平
成
五
年
度
の
国
の
予
算
編
成
時
に
恒
久
化
さ

れ
た
。

写真 16　�自治体向け高率補助
金のカットを報じる
新聞（朝日新聞 昭和
59（1984）年12月19日）
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ま
た
、
昭
和
六
十
年
二
月
県
議
会
の
知
事
提
案
説
明
で
は
、
県
債
管
理
基
金
の
一
部
取
崩
し
を
行
い
、
法
人
事
業
税
の
超
過

課
税
を
五
年
間
延
長
し
、
五
十
八
年
三
月
に
策
定
し
た
「
兵
庫
県
産
業
構
造
高
度
化
行
動
計
画
」
の
実
現
に
よ
る
産
業
構
造
の

高
度
化
を
図
る
こ
と
と
し
た
。
行
革
大
綱
の
策
定
方
針
も
示
し
た
。
昭
和
六
十
年
四
月
に
第
二
臨
調
が
求
め
た
と
お
り
、
知
事

を
委
員
長
と
す
る
兵
庫
県
行
財
政
改
革
推
進
委
員
会
を
設
け
、
九
月
二
日
に
三
カ
年
計
画
で
兵
庫
県
行
財
政
改
革
大
綱
が
策
定

さ
れ
た
。
知
事
は
県
議
会
の
意
向
を
踏
ま
え
な
が
ら
進
め
た
い
と
述
べ
、
具
体
的
に
は
、
個
人
給
付
事
業
の
見
直
し
や
県
立
病

院
の
経
営
改
善
、
組
織
や
審
議
会
の
再
編
、
公
社
の
経
営
効
率
化
、
給
与
水
準
の
引
下
げ
や
職
員
数
の
縮
減
、
民
間
委
託
の
推

進
等
を
あ
げ
て
い
る
。

　
昭
和
六
十
年
九
月
に
プ
ラ
ザ
合
意
が
な
さ
れ
る
と
、
県
内
総
生
産
が
落
ち
込
み
を
見
せ
た
。
県
単
独
土
木
事
業
等
投
資
単
独

事
業
の
充
実
を
図
り
、
円
高
対
策
緊
急
融
資
も
行
っ
た
。

　
昭
和
六
十
一
年
十
一
月
、
社
会
党
も
相
乗
り
し
て
貝
原
俊
民
新
知
事
が
就
任
し
た
。
円
高
・
構
造
不
況
の
影
響
が
深
刻
な
地

域
に
対
し
て
は
、
国
と
し
て
特
定
地
域
中
小
企
業
対
策
臨
時
措
置
法
に
よ
り
中
小
企
業
対
策
を
講
じ
て
い
た
が
、
貝
原
知
事
は

就
任
直
後
の
十
一
月
県
議
会
で
、「
産
業
構
造
調
整
に
対
す
る
措
置
に
つ
い
て
、
も
っ
と
、
よ
り
積
極
的
な
対
応
が
必
要
で
あ

る
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
ま
す
の
で
、
条
例
制
定
を
含
む
総
合
的
な
対
策
に
つ
い
て
検
討
を
し
て
ま
い
り
た
い
」
と
表
明
し

た
。
そ
し
て
、
昭
和
六
十
二
年
二
月
、
造
船
の
相
生
市
、
播
州
織
の
西
脇
市
、
す
ず
鉱
山
の
大
屋
町
（
現
養や

父ぶ

市
）
等
を
対
象

と
し
て
特
定
不
況
地
域
の
振
興
に
関
す
る
条
例
を
制
定
し
、
雇
用
安
定
対
策
や
中
小
企
業
対
策
を
は
じ
め
地
域
活
性
化
対
策
な

ど
、
地
域
の
実
情
に
即
し
た
総
合
振
興
対
策
を
、
国
、
市
町
と
の
緊
密
な
連
携
と
事
業
者
の
協
力
の
も
と
に
推
進
す
る
こ
と
と

し
た
。
昭
和
六
十
二
年
十
一
月
に
は
バ
ブ
ル
景
気
で
回
復
基
調
に
転
じ
た
。
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昭
和
六
十
二
年
度
は
兵
庫
県
行
財
政
改
革
大
綱
の
最
終
年
度
で
あ
り
、
貝
原
知
事
は
十
一
月
三
十
日
の
県
議
会
で
事
務
事
業

見
直
し
に
よ
る
節
減
効
果
を
三
年
間
で
二
七
〇
億
円
で
あ
っ
た
と
答
弁
し
た
。
ま
た
、
翌
昭
和
六
十
三
年
十
二
月
五
日
の
六
十

二
年
度
決
算
特
別
委
員
会
で
は
、
改
善
合
理
化
の
全
体
の
金
額
と
し
て
四
〇
四
億
一
一
〇
〇
万
円
、
こ
れ
を
新
規
事
業
に
振
り

替
え
た
と
説
明
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
一
応
の
成
果
を
誇
る
こ
と
が
で
き
た
行
財
政
改
革
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
「
終
わ
り
な
き

課
題
」
で
あ
っ
た
。
昭
和
六
十
三
年
度
以
降
に
つ
い
て
も
、
厳
し
い
行
財
政
環
境
の
中
で
さ
ら
に
活
力
あ
る
創
造
的
な
行
政
を

推
進
し
て
い
く
た
め
、
先
の
四
つ
の
視
点
を
引
き
継
ぎ
つ
つ
「
簡
素
で
効
率
的
な
行
財
政
の
確
立
」
を
目
指
し
て
、「
兵
庫
県

行
財
政
改
革
基
本
方
針
」
を
決
定
、
取
り
組
む
べ
き
具
体
的
な
課
題
と
し
て
「
昭
和
六
十
三
年
度
行
財
政
改
革
推
進
方
針
」
を

策
定
し
た
。

　
昭
和
六
十
二
年
に
政
府
の
臨
時
行
政
改
革
推
進
審
議
会
（
行
革
審
）
は
第
二
次
行
革
審
に
引
き
継
が
れ
て
い
く
が
、
次
第
に

財
政
再
建
路
線
か
ら
内
需
拡
大
路
線
に
転
じ
て
い
く
。
竹た
け
下し

た

登の
ぼ
る
内
閣
は
昭
和
六
十
三
年
末
に
十
年
越
し
の
課
題
で
あ
っ
た
一

般
消
費
税
導
入
（
税
率
三
％
）
を
決
め
、
翌
昭
和
六
十
四
（
平
成
元
）
年
に
か
け
て
ふ
る
さ
と
創
生
事
業
を
行
い
、
地
域
振
興
の

た
め
一
億
円
を
市
町
村
毎
に
配
付
し
た
。

二　

円
高
不
況
後
の
県
財
政
─
活
況
と
バ
ブ
ル
に
翻
弄
さ
れ
る

平
成
の
始
ま

り
─
活
況

景
気
の
回
復
を
受
け
、
兵
庫
県
で
も
昭
和
六
十
二
年
度
予
算
か
ら
積
極
型
に
移
行
し
、
六
十
三
年
度
は
「
大

兵
庫
づ
く
り
」
が
掲
げ
ら
れ
る
。
昭
和
六
十
年
度
の
一
年
限
り
の
措
置
と
し
て
な
さ
れ
た
国
庫
補
助
金
の
補

助
率
等
の
引
下
げ
は
、
公
共
事
業
に
つ
い
て
は
、
更
な
る
引
下
げ
が
な
さ
れ
た
上
で
六
十
一
年
度
か
ら
三
年
間
の
暫
定
措
置
と
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し
て
続
け
ら
れ
（
表
6
）、
県
債
（
建
設
地
方
債
）
の
増
発
も
余
儀
な
く
さ
れ
る
も
、
六
十
二
年
度
後
半
か
ら
景
気
の
急
回
復
が

実
現
し
た
。

　
公
共
事
業
に
お
い
て
、
国
庫
支
出
金
に
代
わ
る
Ｎ
Ｔ
Ｔ
株
式
売
却
収
入
を
活
用
し
た
国
の
無
利
子
貸
付
金
が
創
設
さ
れ
た
た

め
（
後
年
度
の
償
還
金
に
国
庫
支
出
金
が
充
当
さ
れ
る
）、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
無
利
子
貸
付
金
を
一
九
五
億
円
計
上
し
た
。
県
単
独
投
資
事
業

を
さ
ら
に
増
や
し
た
。
産
業
構
造
転
換
の
促
進
が
図
ら
れ
、
企
業
の
好
調
な
業
績
の
も
と
、
平
成
元
年
度
予
算
で
は
「
兵
庫
新

時
代
の
創
造
」
が
掲
げ
ら
れ
る
。

　
平
成
元
年
二
月
県
議
会
の
知
事
提
案
説
明
で
、
法
人
県
民
税
の
超
過
課
税
を
税
率
引
下
げ
の
上
で
五
年
間
延
長
す
る
方
針
が

示
さ
れ
た
。
法
人
県
民
税
（
法
人
税
割
）
の
税
率
を
五
・
八
％
（
改
正
前
六
％
・
標
準
税
率
五
％
）
に
引
き
下
げ
る
が
、
超
過
課
税

を
財
源
と
し
て
勤
労
青
年
を
は
じ
め
広
く
県
民
の
Ｃ
Ｓ
Ｒ
活
動
の
促
進
を
図
る
た
め
、
各
ブ
ロ
ッ
ク
施
設
を
中
心
に
中
核
的
・

先
導
的
な
野
外
Ｃ
Ｓ
Ｒ
施
設
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。
国
庫
補
助
金
の
補
助
率
等
の
引
下
げ
の
暫
定
措
置
は
、
新
た
に
た

ば
こ
税
の
二
五
％
を
地
方
交
付
税
の
原
資
と
す
る
な
ど
の
地
方
一
般
財
源
の
充
実
を
図
り
つ
つ
、
平
成
元
年
度
か
ら
二
年
間
継

続
さ
れ
た
。
平
成
元
年
度
に
消
費
税
の
創
設
を
柱
と
す
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
が
実
現
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
国
民
の
負
担

感
が
重
い
所
得
税
を
減
税
す
る
と
と
も
に
、
国
税
の
物
品
税
、
市
町
村
税
の
電
気
税
、
ガ
ス
税
及
び
木
材
取
引
税
の
全
部
と
道

府
県
税
の
娯
楽
施
設
利
用
税
の
一
部
を
統
合
し
て
消
費
税
を
創
設
し
、
新
た
に
道
府
県
税
と
し
て
特
別
地
方
消
費
税
が
創
設
さ

れ
た
。
こ
の
税
制
改
正
に
伴
う
地
方
財
政
措
置
と
し
て
消
費
譲
与
税
を
創
設
す
る
と
と
も
に
、
消
費
税
の
地
方
交
付
税
特
別
会

計
へ
の
繰
入
率
を
二
四
％
と
し
た
。

　
平
成
元
年
末
に
政
府
の
第
二
次
行
革
審
が
「
国
と
地
方
の
関
係
等
に
関
す
る
答
申
」
を
出
し
、
改
革
推
進
要
綱
が
閣
議
決
定
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さ
れ
た
。
平
成
二
年
二
月
県
議
会
の
知
事
提
案
説
明
で
、
法

人
事
業
税
の
税
率
を
標
準
税
率
の
一
・
一
倍
と
す
る
超
過
課

税
に
つ
い
て
、
一
・
〇
七
倍
に
引
き
下
げ
た
上
で
五
年
間
延

長
し
、
昭
和
五
十
八
年
に
策
定
し
た
「
兵
庫
県
産
業
構
造
高

度
化
計
画
」
に
基
づ
き
、
本
県
産
業
構
造
の
高
度
化
の
推
進

を
図
る
こ
と
と
し
た
。
ま
た
、「
地
域
振
興
基
金
」「
芸
術
文

化
セ
ン
タ
ー
事
業
基
金
」「
環
境
保
全
基
金
」
の
三
基
金
を

新
た
に
設
置
し
た
。

　
平
成
二
年
十
一
月
に
貝
原
知
事
が
再
選
す
る
と
、
翌
朝
に

は
平
成
三
年
度
県
予
算
の
編
成
方
針
が
直
筆
の
文
書
と
し
て

県
庁
各
部
局
に
配
ら
れ
た
と
い
う
。
公
共
事
業
主
導
型
で
は

な
く
、
景
気
中
立
型
の
予
算
編
成
を
心
が
け
た
と
い
う
。
公

共
事
業
等
に
係
る
国
庫
補
助
金
の
補
助
率
の
引
下
げ
は
、
昭

和
六
十
一
年
度
水
準
に
戻
さ
れ
、
平
成
三
年
か
ら
五
年
度
ま

で
の
三
年
間
継
続
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
一
年

前
倒
し
し
て
、
平
成
五
年
度
の
国
の
予
算
編
成
時
に
、
関
係

七
大
臣
の
折
衝
を
経
て
地
方
財
政
の
影
響
額
に
つ
い
て
適
切

表 6　公共事業等の国庫負担率暫定引下措置の経緯

主な事業 昭和
59 60 61 62 ～ 63

平成
元～ 2 3 ～ 5

公共事業
道路改築（内地）
　一般国道 （直轄） 3 ／ 4 2 ／ 3 2 ／ 3 6 ／ 10 6 ／ 10 2 ／ 3

2 ／ 3 6 ／ 10 6 ／ 10 5.5 ／ 10 5.5 ／ 10 6 ／ 10

（補助） 3 ／ 4 2 ／ 3 6 ／ 10 5.75 ／ 10 5.75 ／ 10 6 ／ 10
2 ／ 3 6 ／ 10 5.5 ／ 10 5.25 ／ 10 5.25 ／ 10 5.5 ／ 10

　地方道 　　　　 2 ／ 3 6 ／ 10 5.5 ／ 10 5.25 ／ 10 5.25 ／ 10 5.5 ／ 10

河川改修（内地）
　一級河川 （直轄） 3 ／ 4 2 ／ 3 2 ／ 3 6 ／ 10 6 ／ 10 2 ／ 3

2 ／ 3 6 ／ 10 6 ／ 10 5.5 ／ 10 5.5 ／ 10 6 ／ 10

（補助） 2 ／ 3 6 ／ 10 5.5 ／ 10 5.25 ／ 10 5.25 ／ 10 5.5 ／ 10
　〈昭和 60 年度〉補助率等が 1 ／ 2 を超えるものを対象に 10％程度の引下げ（1 年間の暫定措置）
　〈昭和 61 年度〉補助事業についてのみさらに 10％程度の引下げ（3 年間の暫定措置）
　〈 昭和 62 年度〉 61 年度の特例措置よりさらに、直轄事業は 10％程度、補助事業は 5％程度の引下げ 

（2 年間の暫定措置）
　〈平成元年度〉62 年度の措置を継続（2 年間の暫定措置）
　〈平成 3 年度〉61 年度の水準まで復元（3 年間の暫定措置） （『地方財政』より引用）
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な
地
方
財
政
措
置
を
講
じ
る
も
の
と
し
て
、
恒
久
化
さ
れ
た
。

バ
ブ
ル
崩
壊
─
不
況
下
の
県
単
独

投
資
事
業
拡
大
と
県
債
の
増
発

平
成
四
年
二
月
の
知
事
提
案
説
明
で
地
方
自
治
の
確
立
と
東
京
一
極
集
中
へ
の
問
題
提
起

が
行
わ
れ
た
。
国
の
行
政
改
革
は
地
方
に
も
負
担
を
求
め
、
地
方
分
権
改
革
が
次
の
焦
点

と
な
っ
て
い
た
（
表
7
）。
と
こ
ろ
が
バ
ブ
ル
崩
壊
が
日
本
経
済
を
直
撃
す
る
。
兵
庫
県
で
は
平
成
二
年
度
に
法
人
関
係
税
が

四
年
ぶ
り
に
前
年
度
を
下
回
る
。
そ
し
て
平
成
四
年
度
か
ら
阪
神
・
淡
路
大
震
災
が
発
生
す
る
六
年
度
ま
で
三
年
連
続
で
県
税

収
入
が
マ
イ
ナ
ス
を
記
録
し
た
。
こ
れ
は
戦
後
初
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
平
成
四
年
の
県
税
収
入
は
、
昭
和
六
十
二
年
以
来
六
年
ぶ
り
に
当
初
見
込
額
を
下
回
る
も
、
景
気
対
策
に
も
配
慮
し
つ
つ
生

活
関
連
社
会
資
本
な
ど
の
整
備
を
図
る
た
め
、
県
債
は
前
年
度
六
二
・
一
％
の
伸
び
と
な
っ
て
い
た
。
平
成
四
年
の
「
県
政
一

〇
大
ニ
ュ
ー
ス
」
で
は
、
過
去
最
大
規
模
の
九
月
補
正
予
算
が
組
ま
れ
た
こ
と
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
国
の
過
去
最
大
規
模
の

総
合
経
済
対
策
に
よ
る
も
の
で
、
積
極
的
な
県
単
独
投
資
事
業
の
実
施
、
公
共
用
地
の
先
行
取
得
、
中
小
企
業
対
策
、
公
共
事

業
の
追
加
を
柱
に
一
一
八
八
億
円
の
総
合
経
済
対
策
を
実
施
し
、
こ
れ
に
伴
う
九
月
補
正
予
算
額
は
八
〇
三
億
円
と
過
去
最
高

額
と
な
っ
た
。

　
翌
五
年
二
月
県
議
会
の
知
事
提
案
説
明
で
「
バ
ブ
ル
経
済
の
崩
壊
」
に
言
及
し
、
さ
ら
に
前
年
比
一
四
％
増
の
県
単
独
投
資

事
業
費
と
積
極
的
な
雇
用
対
策
な
ど
、
過
去
最
大
規
模
の
景
気
対
策
を
実
施
す
る
こ
と
を
表
明
し
た
。
平
成
五
年
度
は
国
の
経

済
対
策
に
呼
応
し
て
、
四
度
に
わ
た
る
追
加
の
経
済
対
策
を
実
施
し
た
が
、〝
こ
こ
ろ
豊
か
な
兵
庫
〟
を
め
ざ
し
、〝
生
活
重
視

型
県
政
〟〝
福
祉
先
進
型
県
政
〟〝
共
生
志
向
型
県
政
〟
の
推
進
を
基
調
に
お
い
て
、
生
活
関
連
資
本
の
整
備
等
県
単
独
の
投
資

事
業
を
積
極
的
に
進
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
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し
か
し
、こ
の
よ
う
な
財
政
運
営
に
貝
原
知
事
は
危
惧
の
念
も
抱
い
て
い
た
。
二
月
の
知
事
査
定
終
了
後
の
査
定
室
で
、「
右

肩
上
が
り
の
経
済
成
長
が
期
待
で
き
な
い
時
代
と
な
り
、
当
該
年
度
の
財
源
不
足
を
基
金
取
り
崩
し
と
県
債
発
行
で
凌
い
で
い

く
と
い
う
財
政
運
営
で
は
や
が
て
行
き
詰
ま
る
」
と
述
べ
て
、
財
政
課
長
に
「
中
長
期
に
わ
た
り
、
健
全
財
政
を
確
保
し
な
が

ら
県
政
を
展
開
し
て
い
く
た
め
の
財
政
運
営
指
針
」
の
検
討
を
求
め
た
の
で
あ
っ
た
（『
翔
べ
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
』）。

　
こ
う
し
て
、
平
成
五
年
に
新
た
な
中
長
期
的
財
政
運
営
指
針
が
策
定
さ
れ
た
。
法
人
県
民
税
の
超
過
課
税
は
五
年
毎
の
時
限

表 7　行財政改革の状況

年度 項　　　目 件数・金額等

昭和
55

〇　事務事業の見直し
〇　使用料、手数料の適正化
〇　一般行政経費の節減

271 件
 22
 ─

△ 5,024
474

△ 1,971

百万円

56 〇　事務事業の見直し
〇　使用料、手数料の適正化
〇　一般行政経費の節減

155
  9
 ─

△ 7,128
676
＊

57 〇　事務事業の見直し
〇　使用料、手数料の適正化
〇　一般行政経費の節減

174
 23
 ─

△18,557
390

△ 2,611
58 〇　事務事業の見直し

〇　一係一事務事業の削減
〇　使用料、手数料の適正化
〇　一般行政経費の節減

275
253
  9
 ─

△ 7,751
△ 275

436
△ 2,096

59 〇　事務事業の見直し
〇　使用料、手数料の適正化
〇　一般行政経費の節減

387
 35
 ─

△21,127
233

△ 3,544
60 〇　事務事業の見直し

〇　一般行政経費の節減
〇　使用料、手数料の適正化

130
 ─
  9

△ 2,820
△ 1,635

241
61 〇　事務事業の見直し

〇　一般行政経費の節減
〇　使用料、手数料の適正化

132
 ─
  9

△ 2,630
△ 1,354

921
62 〇　事務事業の見直し

〇　一般行政経費の節減
〇　使用料、手数料の適正化

143
 ─
 51

△ 2,263
△ 1,969

486
63 〇　事務事業の見直し

〇　一般行政経費の節減
〇　使用料、手数料の適正化

 90
 ─
 22

△ 2,587
△ 2,259

209
平成
元

〇　事務事業の見直し
〇　一般行政経費の節減
〇　使用料、手数料の適正化

144
 ─
 ＊

△ 850
△ 2,195

352
（注）＊は不明 （兵庫県資料より作成）
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措
置
と
し
て
延
長
を
重
ね
、
平
成
六
年
九
月
が
第
四
期
の
終
了
予
定
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
平
成
六
年
二
月
の
県
議
会
で
は
、

里
山
林
を
活
か
し
た
自
然
活
用
型
野
外
Ｃ
Ｓ
Ｒ
事
業
を
展
開
す
る
た
め
に
さ
ら
に
五
年
間
延
長
し
た
。
平
成
六
年
五
月
と
九
月

に
但
馬
空
港
と
関
西
国
際
空
港
が
そ
れ
ぞ
れ
開
港
す
る
。
中
長
期
的
財
政
運
営
指
針
は
し
か
し
、
平
成
七
年
一
月
の
阪
神
・
淡

路
大
震
災
の
発
生
で
前
提
が
崩
れ
る
こ
と
に
な
る
。

第
三
節　

地
方
分
権
改
革
の
始
動

一　

開
か
れ
た
県
政
の
実
現
に
向
け
て

行
政
の
簡
素
化
、
効

率
化
に
向
け
た
取
組

昭
和
五
十
（
一
九
七
五
）
年
の
財
政
危
機
を
乗
り
越
え
て
以
降
も
、
県
で
は
引
き
続
き
行
財
政
改
革
が

進
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
ま
ず
、
昭
和
五
十
四
年
に
は
、
兵
庫
県
地
方
行
政
組
織
等
調
査
会
（
会
長
：
橋は

し

本も
と

徹と
お
る

関
西
学
院
大
学
教
授
）
が
設
置
さ
れ
、
県
民
に
対
す
る
的
確
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
と
効
果
的
な
行
政
執
行
を
行
う
の

に
適
当
な
県
の
地
方
機
関
の
あ
り
方
に
つ
い
て
調
査
・
審
議
が
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
、
同
調
査
会
が
出
し
た
答
申
に
基
づ
い
て
、

五
十
五
年
度
に
組
織
改
正
が
行
わ
れ
、
そ
れ
ま
で
地
方
機
関
に
よ
っ
て
所
管
区
域
が
不
統
一
で
あ
っ
た
の
を
県
民
局
の
所
管
区

域
と
整
合
さ
せ
、
地
域
に
お
け
る
行
政
の
総
合
性
、
一
体
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
た
。

　
昭
和
五
十
六
年
に
は
、
鈴す
ず

木き

善ぜ
ん

幸こ
う

内
閣
に
よ
っ
て
第
二
次
臨
時
行
政
調
査
会
（
第
二
臨
調
）
が
設
置
さ
れ
、
国
レ
ベ
ル
で
行

財
政
改
革
の
動
き
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
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